
平
成
21
年
12
月
に
策
定
さ
れ
た
「
森
林
・

林
業
再
生
プ
ラ
ン
」
（
10
年
後
の
木
材
自

給
率
50
％
を
目
標
等
と
し
た
指
針
）
及
び

平
成
22
年
10
月
の
行
政
刷
新
会
議
「
事
業

仕
分
け
」
の
結
果
（
国
有
林
野
事
業
特
別

会
計
の
事
業
の
一
般
会
計
化
と
債
務
返
済

部
分
の
区
分
経
理
）
を
受
け
、
林
政
審
議

会
は
、
平
成
23
年
１
月
に
今
後
の
国
有
林

野
の
管
理
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
農

林
水
産
大
臣
か
ら
の
諮
問
を
受
け
国
有
林

部
会
を
設
置
し
、
審
議
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。11

回
の
審
議
を
経
て
、
平
成
23
年
12
月

16
日
に
「
今
後
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営

の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
が
、
林
政
審
議
会

か
ら
農
林
水
産
大
臣
に
答
申
さ
れ
ま
し
た
。

林
政
審
議
会
答
申
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

国
有
林
野
行
政
、
森
林
・
林
業
施
策
を
大

き
く
見
直
す
提
言
が
さ
れ
て
お
り
、
以
下
、

そ
の
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【林
政
審
議
会
答
申
の
概
要
】

公
益
重
視
の
管
理
経
営
の
よ
り
一
層
の
推
進

国
有
林
野
は
、
奥
地
脊
梁
山
地
や
水
源

地
域
に
広
く
分
布
し
て
お
り
、
か
つ
、
地

域
特
有
の
景
観
や
豊
富
な
生
態
系
を
有
す

る
森
林
も
多
い
た
め
、
国
土
の
保
全
や
地

球
温
暖
化
防
止
、
森
林
生
態
系
の
保
全
な

ど
、
公
益
的
機
能
の
高
度
発
揮
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
民
有
林
を
含
め
た
面
的
な
機
能

発
揮
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。

地
域
レ
ベ
ル
で
民
有
林
・
国
有
林
の
取

り
扱
い
が
調
和
の
と
れ
た
も
の
に
な
る
よ

う
、
森
林
計
画
樹
立
や
森
林
生
態
系
保
全

方
策
、
鳥
獣
被
害
対
策
等
で
地
域
関
係
者

や
民
有
林
と
の
連
携
を
よ
り
一
層
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
安
全
・
安
心
な
国
土
の
基
盤
づ

く
り
と
し
て
、
大
規
模
山
地
災
害
発
生
時

に
お
い
て
、
技
術
力
の
提
供
や
民
有
林
直

轄
治
山
事
業
な

ど
民
有
林
の
支

援
に
こ
れ
ま
で

以
上
に
積
極
的

に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
国
有

林
が
地
域
の
森

林
経
営
の
モ
デ

ル
と
な
る
よ
う
、

資
源
管
理
の
高

度
化
（
森
林
基

本
情
報
の
管
理

手
法
の
構
築
な

ど
）
を
図
る
必

要
が
あ
る
。

森
林
・
林
業
の
再
生
へ
の
貢
献

森
林
・
林
業
の
再
生
を
推
進
し
て
い
く

た
め
、
国
有
林
野
を
適
切
に
管
理
経
営
す

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
組
織
や
技
術
力
、

フ
ィ
ー
ル
ド
を
活
用
し
、
民
有
林
の
経
営

に
対
す
る
支
援
等
を
実
施
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
地
域
ご
と
の
地
形
条
件

や
資
源
状
況
の
違
い
に
応
じ
た
低
コ
ス
ト

作
業
シ
ス
テ
ム
の
提
案
・
検
証
や
、
先
駆

的
な
取
組
に
つ
い
て
の
事
業
化
の
可
能
性

を
追
求
し
、
民
有
林
に
お
け
る
技
術
の
普

及
・
定
着
に
貢
献
す
る
べ
き
で
あ
る
。

国
内
最
大
の
事
業
発
注
者
と
い
う
立
場

を
活
か
し
、
総
合
評
価
落
札
方
式
な
ど
に

よ
り
競
争
性
を
確
保
し
つ
つ
、
林
業
事
業

体
の
施
業
提
案
力
や
集
約
化
の
ノ
ウ
ハ
ウ

向
上
、
技
術
者
の
育
成
な
ど
を
推
進
す
る

必
要
が
あ
る
。

国
産
材
安
定
供
給
の
中
核
と
し
て
の
責

務
を
果
た
す
こ
と
は
も
と
よ
り
、
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
な
ど
新
た
な
需
要
開
拓
に
も
積

極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
価
格
急
変

時
の
供
給
調
整
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
、

全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
、
木
材
価

格
や
需
給
動
向
な
ど
の
情
報
を
把
握
す
る

取
組
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
施
業
の
集
約
化
へ
の
貢
献
と
し

て
、
民
有
林
と
国
有
林
が
一
体
と
な
っ
た

森
林
共
同
施
業
団
地
の
設
定
や
、
フ
ォ
レ

ス
タ
ー
や
森
林
施
業
プ
ラ
ン
ナ
ー
な
ど
人

材
の
育
成
、
施
業
集
約
化
の
技
術
開
発
へ

の
フ
ィ
ー
ル
ド
提
供
な
ど
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
森
林
・
林
業
行
政
に
お
け
る
技
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審
議
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答
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『
今
後
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
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あ
り
方
に
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て
』

民有林直轄治山事業（新潟県長岡市 旧山古志村）
左：施工後 右：施工前

路網整備と高性能林業機械の導入による低コスト作業システム

企
画
調
整
室

スギのコンテナ苗（低コスト造林）を試験的に導入



術
者
が
減
少
し
て
い
る
現
状
を
鑑
み
、
当

面
、
一
定
の
研
修
等
を
受
け
た
国
有
林
野

事
業
職
員
（
准
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
等
）
に
よ

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
（
民
有
林
の
森

林
計
画
）
策
定
支
援
な
ど
に
取
り
組
む
べ

き
で
あ
る
。

山
村
地
域
の
振
興
、
震
災
復
旧
・
復
興
へ
の
貢
献

山
村
地
域
の
主
要
産
業
で
あ
る
林
業
の

再
生
を
通
じ
て
、
森
林
の
有
す
る
多
面
的

機
能
の
発
揮
、
山
村
地
域
の
雇
用
の
創
出

を
図
っ
て
い
く
こ
と
は
、
東
日
本
大
震
災

の
復
興
に
必
要
な
木
材
等
を
安
定
的
に
供

給
し
、
木
造
住
宅
等
の
建
設
や
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
と
し
て
活
用
し
て
い
く

観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
り
、
国
有
林
と
し

て
も
山
村
地
域
の
振
興
と
震
災
復
興
に
一

体
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

山
村
最
大
の
資
源
で
あ
る
森
林
の
経
済

的
価
値
を
高
め
、
効
率
的
に
活
用
で
き
る

よ
う
、
国
有
林
野
事
業
職
員
か
ら
も
フ
ォ

レ
ス
タ
ー
を
育
成
し
て
市
町
村
の
森
林
・

林
業
行
政
を
支
援
す
る
ほ
か
、
地
域
の
ニ
ー

ズ
に
即
し
た
管
理
経
営
に
よ
る
貢
献
を
一

層
推
進
す
る
。

東
日
本
大
震
災
の
復
興
に
向
け
て
は
、

復
興
に
必
要
な
用
地
の
提
供
（
地
方
公
共

団
体
等
へ
の
国
有
林
貸
付
け
や
売
り
払
い

な
ど
）
や
、
復
興
ニ
ー
ズ
や
民
有
林
材
の

動
向
等
に
応
じ
、
必
要
な
木
材
を
国
有
林

の
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
機
動

的
に
供
給
す
る
こ
と
、
復
興
用
材
を
い
つ

で
も
供
給
し
う
る
備
蓄
林
の
整
備
に
つ
い

て
検
討
す
る
な
ど
に
よ
り
国
有
林
と
し
て

貢
献
す
べ
き
で
あ
る
。

今
後
の
国
有
林
野
へ
の
期
待
に

応
え
る
た
め
の
組
織
・
人
材
の
あ
り
方

森
林
管
理
局
・
署
は
、
流
域
を
単
位
と

し
て
直
接
国
有
林
野
を

管
理
経
営
す
る
現
場
主

体
の
行
政
組
織
と
な
っ

て
お
り
、
一
般
会
計
化

後
の
組
織
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
組
織
体
制
を
基

本
と
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。

一
方
、
今
後
、
森
林
・

林
業
施
策
を
地
域
で
推

進
す
る
役
割
を
担
う
上

で
は
、
林
政
全
体
の
方

向
性
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
実
現
で
き
る
現
場

組
織
や
人
材
の
能
力
向
上
が
極
め
て
重
要

で
あ
る
。

今
後
の
国
有
林
野
事
業
の
経
理
区
分
の
あ
り
方

「
森
林
・
林
業
再
生
プ
ラ
ン
」
を
推
進

し
、
地
域
の
森
林
・
林
業
を
支
援
す
る
役

割
を
十
全
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
国
有

林
野
事
業
の
企
業
性
を
廃
し
、
企
業
特
別

会
計
で
は
な
く
、
一
般
会
計
に
お
い
て
一

体
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

一
方
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
に
は
、

現
在
約
１
兆
３
千
億
円
の
債
務
が
存
在
し

て
お
り
、
こ
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
一
般

会
計
と
は
経
理
を
区
分
し
て
、
森
林
整
備

の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
林
産
物
収
入
等

に
よ
っ
て
債
務
が
返
済
さ
れ
る
こ
と
が
明

確
と
な
る
仕
組
み
（
「
債
務
返
済
特
別
会

計
」
（
仮
称
）
の
設
置
）
を
構
築
す
る
べ

き
で
あ
る
。

債
務
返
済
に
係
る
経
理
区
分
の
制
度
設

計
に
あ
た
っ
て
は
、
木
材
価
格
や
借
入
金

利
等
の
動
向
な
ど
不
確
定
変
動
要
因
が
存

在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
債
務
返
済
の
安

定
性
が
十
分
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
現
行
の

利
子
補
給
制
度
の
存
置
も
含
め
、
慎
重
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
制
度
の
移
行
に
伴
い
、
一
般
会

計
の
実
質
的
な
負
担
が
増
加
し
な
い
も
の

と
す
る
と
と
も
に
、
歳
入
確
保
・
歳
出
削

減
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
確
保
さ
れ
る
仕

組
み
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。

必
要
な
法
的
措
置
に
つ
い
て

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
つ
い
て
は
、

国
民
の
期
待
を
踏
ま
え
、
今
後
、
民
有
林

や
地
域
の
関
係
者
と
の
連
携
を
一
層
深
め

な
が
ら
、
国
有
林
野
の
資
源
、
フ
ィ
ー
ル

ド
、
人
材
等
を
、
公
益
的
機
能
の
一
層
着

実
な
発
揮
や
、
我
が
国
の
森
林
・
林
業
再

生
な
ど
の
た
め
に
活
用
し
て
い
く
方
向
に

改
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
管
理
経
営
の
方
針
転
換
を
受

け
、
管
理
経
営
の
目
標
や
計
画
に
係
る
規

定
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
民
有
林

と
国
有
林
の
連
携
の
推
進
等
を
図
る
た
め

の
法
制
度
上
の
措
置
等
も
検
討
す
る
べ
き

で
あ
る
。

林
政
審
議
会
答
申
を
受
け

こ
の
答
申
を
受
け
、
林
野
庁
は
、
国
有

林
野
事
業
特
別
会
計
を
廃
止
し
、
一
般
会

計
に
統
合
す
る
た
め
の
法
案
の
整
備
を
行

い
、
平
成
24
年
の
通
常
国
会
に
提
出
す
る

予
定
と
し
て
い
ま
す
。
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